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平成28年琴浦町条例第  号 

 

   琴浦町議会基本条例の一部を改正する条例 

 

琴浦町議会基本条例(平成24年琴浦町条例第42号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(任意的議決事件) (任意的議決事件) 
第14条 代表機関である議会が、町政にお

ける重要な計画等の決定に参画する観点

から、議会の議決を必要とする事項を、

次のとおり定めるものとする。 

第14条 代表機関である議会が、町政にお

ける重要な計画等の決定に参画する観点

から、議会の議決を必要とする事項を、

次のとおり定めるものとする。 
(1) 町における総合的かつ計画的な行

政の運営を図るための総合計画 
(1) 総合計画の基本構想及び基本計画 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 

   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 


